
景観農業振興地域整備計画の概要について 



中山間地は、山を背後にして、山林と集落と農地
が織りなす景観といえます（奈良県明日香村） 

平地は、広々とした水田などの農地から構成さ
れ、その眺望が特徴といえます（秋田県大仙市） 

傾斜に沿って営農がなされる様子も特徴的な景観
といえます（群馬県甘楽町） 

低湿地では水郷が特徴的な景観といえます   
（滋賀県近江八幡市） 

 
 

１ 景観農業振興地域整備計画の考え方 
  ●景観農業振興地域整備計画は、農業を将来的に継続させることで地域を守り、景観を守る、という    
  考えの計画と言える。                           
   景観のために農業を規制する、ということではない。 
 

２ なぜ農村景観を守る必要があるのか 
  ●心の拠り所になっている 
    ほっとする、心がなごむ、心が豊かになる、心がいやされる。 
 

  ●アイデンティティになっている 
    ふるさとに住んでいることを実感させてくれる、住んでいてよかったと思う、よそで自慢ができる。 
 

  ●地域の豊かな記憶を蘇らせてくれる 
    自然の中での遊び、山や水からの贈り物、伝統的な出来事、おいしい米・野菜など、景観と結びついた 
  「地域の豊かな恵み」を彷彿とさせてくれる 。 
 

 

 

 

 

落ち着いた佇まいの集落の景観 水田の広がる平地農村の景観 伝統文化も地域の重要な景観要素 

 １ 景観農業振興地域整備計画とは 



１ 直接的な効果 
 ●景観が農業の振興につながる 
   計画の策定により、地域の景観のよさを売りにして、地域は農産物のブランド化を図るきっかけとすることができる。 
 

 ●景観が地域発信力を高める 
   計画の実施により、景観をよくすることで、地域の魅力を増し、後継者や新規就農者、または都市住民へアピール 
  することができる。 
 

２ 間接的（副産物的）な効果 
 ●計画が地域の将来を考える契機となる 
   地域の景観を住民自身で考えることを「きっかけ」として、将来の農業・農村について考えることができ、また、計画 
  に込めた地域の歴史や人々の思いを次の世代に伝えることができる。 
 

 ●計画がコミュニティ活性の契機となる 
   計画策定を通じて、地域で「景観」という１つのテーマで話し合うこと自体がコミュニティでの意思疎通をよくする手段 
  となる 。 

景観を保全することで地域の魅力を増します 景観や農業について話し合うことが大切です 

２ 景観農業振興地域整備計画策定による効果 



３ 景観計画－景観農業振興地域整備計画づくりは、まずは景観計画づくりから－ 

必 須 事 項 

選 択 事 項 

※保全・創出すべき地域の景観の特色、地域の範囲、景
観を保全・創出するための方策などを示します。景観農
業振興地域整備計画を策定する場合には、この事項を
定めておく必要があります。 

景観計画の区域 
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 
景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 
（指定の対象となる建造物、樹木がある場合に限る） 

景観重要公共施設の整備に関する事項 

景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的事項（※） 

例えば… 住宅は派手な色でなく 
落ち着いた色がいい 

集落のランドマークとなる 
建造物や樹木を保存したい 

公共施設も景観に 
配慮したい など 

１ 景観法を活用するための準備 

・景観行政団体となる 
・景観行政を担う体制づくり 

２ 住民参加による地域の景観診断 

・住民参加による地域の景観診断 
・将来の地域の景観像についての話し合いと合意形成 

など 

必須事項＜施行令第８条＞ 
 景観による届出を要しない通常の行為その
他の行為として、農業、林業又は漁業を営む
ために行う行為等を規定（建築物の建築等、
高さが1.5mを超える貯水槽等の建設物、幅員
が2mを超える用排水施設、幅員が2mを超える
農道・林道の設置、土地の開墾等を除く） 

選択事項＜施行令第２条＞ 
 景観重要公共施設として、土地改良法によ
る土地改良施設等を位置づけ 

景観行政団体になるには 
 政令指定都市・中核市は、自動的に景観行政団体になりま
す。 

 その他の市町村は都道府県と協議により、景観行政団体
になることができます。 

 上記以外の地域は都道府県が景観行政団体になります。 

景観行政団体の数：５９８(H25.9.30現在) 

３ 景観計画、景観農業振興地域整備計画の策定手順 



４．景観農業振興地域整備計画 

１ 景観農業振興地域整備計画の区域 

２ 景観と調和のとれた土地の農業上の利用に  
 関する事項 

３ 農業生産の基盤の整備や開発に関する事項 
４ 農用地の保全に関する事項 
５ 農業近代化のための施設整備に関する事項 

 景観計画区域内の農業振興地域において、景観との調
和に配慮しつつ、良好な営農条件の確保を図るための措
置を計画に位置付ける必要がある区域を定めます。 

 景観農業振興地域整備計画の区域内の農用地、農業
用施設等について、景観を維持した農地の管理や景観作
物の共同栽培など、地域全体の特徴ある景観に配慮した
土地利用のあり方について定めます。 

 景観農業振興地域整備計画の区域内における農用地・
農業用施設等について、その整備・保全の方向や具体的
な事業・活動について定めます。 

土地改良施設の整備・保全 地形に応じた基盤整備 耕作放棄地の解消 

景観に配慮したほ場整備や 
農道整備を行いたい 

など 

４ 景観農業振興地域整備計画で定める事項 



＜景観法第５７条＞ 

● 農業委員会等は、上記の勧告の協議が整ったことにより景観整備機構のために農地等の使用貸借による 

 権利等を設定しようとするときは、農地法第３条第１項の許可。 

 

 

＜景観法第５８条＞ 

● 農業振興地域の整備に関する法律第１５条の２（農用地区域内における開発行為の制限）の第４項各号（不許可
とする場合の要件）の許可基準の追加 

  開発行為により、その土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用することが困難となると認めるときは、許可
してはならない。 

 景観行政団体の長が、ＮＰＯ法人や一般社団法人、
一般財団法人をその申請により指定。 
 例えば、都道府県、市町村が設立する農業公社や棚
田保全活動を積極的に行うＮＰＯ法人等 

◇計画に従った良好な景
観（営農環境）を保全 計画に従った利用が行われていない 

＜景観法第５６条第１項＞ 
◇市町村長が、計画に従った利用をすべき旨
勧告 

＜景観法第５６条第２項＞ 
◇勧告に従わないときは、権利移転に関する
協議を勧告 

＜景観法第５７条＞ 
◇景観整備機構が利用権を取得し、管理 

※景観整備機構（例）・・・特定非営利活動法人緑の相談室、社団法人茨城県建築士会、財団法人練馬区都市整備公
社、一般社団法人ひと・まち・鎌倉ネットワーク、社団法人鹿児島県造園建設業協会  など 

良好な景観保全のためのシステム 

５ 景観農業振興地域整備計画に係る特例措置 



点線 景観農業振興地域整備計画で定められるもの 

実線 景観計画で定められるもの 

景観作物の共同栽培 

棚田の保全 

耕作放棄地の解消 

景観に配慮した農業用施設の整備 

集落の建築行為は景観計画で規制 

景観重要建造物の保全 

景観重要樹木の保全 

土地改良施設の保全 

はざ木の保全 

６ 景観計画と景観農業振興地域整備計画による保全のイメージ 



計画案の策定 

                 １ 景観農業振興地域整備計画の区域 

                 ２ 景観と調和した土地の農業上の利用にする事項 

                 ３ 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 

                 ４ 農用地等の保全に関する事項 

                 ５ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項 

農業協同組合、土地改良区、森林組合に意
見を聴くことが望ましい 

市町村の建設に関する基本構想
に即する （農第10条第２項） 

農業委員会からの意見聴取 

（省令第１条第１項） 

国有地所管の長の承認 

（農第11条第10項及び第11項） 

計画案の公告 縦覧（公告の日からおおむね30日間） （農第11条第１項） 

  住民意見 

（景観法運用指針） 

（農第11条第２項） 

計画案への異議申出（縦覧期間満了後15日以内） 

異議の申出の決定（縦覧期間満了後60日以内） 

審査の申立て（決定後30日以内） 

審査の申立てを裁決（申立てを受理した日から60日以内） 

                   都道府県知事との協議 

計画決定の公告 

提出意見書の要旨及び意見書の処理結果を併せて公告 

計画の縦覧 

計画の決定 

異議申出あり 

（農第11条第３項） 

（農第11条第４項） 

（農第11条第５項） 

（農第11条第６項） 

（農第８条第４項及び第11条第８項） 

異議申出なし 

決定に対し不服 

不服なし 

農林水産大臣 

（都道府県知事経由） 

（農第12条第１項及び第２項） 

写しの送付 

（農第12条第１項） 

農林水産大臣への計画書の写しの送
付先は地方農政局等とすることが望ま
しい （景観法運用指針） 

注： 「省令」とは、 「景観農業振興地域整備計画に関する省令」、「農」とは、景観法第55条第４項の規定による「農業振興地域の
整備に関する法律」の読み替えを示す。 

（景観法第55条第２項） 

７ 景観農業振興地域整備計画決定までのプロセス 


